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古
文
書
講
座
（
四
） 

レ
ジ
ュ
メ 

 

一 
花
村
家
と
本
郷
村
に
つ
い
て 

○
花
村
家
：
羽
栗
郡
本
郷
村
の
庄
屋
を
務
め
た
家
。
近
世
～
近
代
文
書
三
〇
〇
〇
点
余
を
伝
来
。 

○
羽
栗
郡
本
郷
村
（
現
羽
島
市
福
寿
町
本
郷
）：
桑
原
輪
中
の
う
ち
。
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
か 

ら
尾
張
藩
領
。
村
高
は
四
九
九
石
余
。
知
行
主
（
給
人
）
は
尾
張
藩
重
臣
・
横
井
氏
（
本
拠
は
尾

張
国
丹
羽
郡
赤
目
村
＝
現
愛
西
市
赤
目
町
）。
東
は
竹
ヶ
鼻
村
、
南
は
浅
平
村
、
平
方
村
、
北
は
間

島
村
、
西
は
長
良
川
を
限
る
。
本
郷
湊
あ
り
。 

○
桑
原
輪
中
：
羽
島
市
南
半
部
。
木
曽
・
長
良
・
逆
川
が
境
。
幕
府
領
、
尾
張
藩
領
、
旗
本
領
あ
り
。 

 

二 

テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て 

花
村
家
が
作
成
・
保
管
し
た
庄
屋
文
書
の
一
つ
、『
宝
暦
拾
三
年
（
一
七
六
三
）
癸
未
年
中
諸
事
書

上
ヶ
控
并
留
書
共
』（
羽
栗
郡
本
郷
村
）
か
ら
、
渡
船
に
関
す
る
御
定
書
の
扱
い
、
水
運
の
運
上
金
、

五
か
村
に
よ
る
御
定
納
米
見
立
願
、
朝
鮮
通
信
使
通
行
の
手
伝
い
の
史
料
を
取
り
上
げ
た
。 

三 

史
料
読
み
下
し
、
語
句
解
説
（
用
語
・
言
い
回
し
） 

【
史
料
一 

読
み
下
し
】 

御
船
御
役
所
へ
庄
屋
罷
り
出
候
よ
う
、
仰
せ
渡
し
せ
ら
れ
候
に
つ
き
、
今
日
罷
り
出
候
と
こ
ろ
、
長

良
川
通
当
村
自
分
渡
し
舟
の
儀
に
つ
き
、
御
定
書
お
渡
し
成
さ
れ
候
に
つ
き
、
頂
戴
仕
り
罷
り
帰
り

申
し
候
、
こ
れ
に
依
り
、
お
達
し
申
し
上
げ
候
、
以
上 

当
村
渡
船
乗
人
数
御
定
書
、
御
船
方
御
役
所
よ
り
下
し
置
か
れ
候
に
つ
き
、
右
の
通
り
書
付
を
以
て

お
達
し
申
し
上
げ
候
、
な
ら
び
に
御
定
書
写
し
と
も
、
郡
御
役
所
へ
差
し
上
げ
申
し
候
、
就
い
て
は

頭
百
姓
中
立
ち
会
い
、
右
御
定
書
読
み
聞
か
せ
、
船
人
ど
も
へ
き
っ
と
申
し
付
け
候
、 

【
史
料
一 

語
句
】 

〇
口
上
之
覚
：
口
上
は
口
頭
で
伝
え
る
こ
と
。
覚
は
記
憶
の
た
め
に
書
い
て
お
く
文
書
。 

 

〇
御
船
御
役
所
：
尾
張
藩
の
船
奉
行
の
役
所
。
熱
田
の
宮
宿
に
お
か
れ
、
船
舶
の
取
締
に
あ
た
っ
た
。 
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〇
罷
出
（
ま
か
り
で
）：「
罷
る
」
は
来
る
、
行
く
の
謙
譲
語
。
参
上
す
る
。 

 
 

〇
当
村
自
分
渡
舟
：
渡
舟
（
渡
船
）
は
渡
し
場
で
人
馬
・
貨
物
な
ど
を
渡
す
船
。
長
良
川
対
岸
の
森

部
村
へ
の
渡
し
が
あ
っ
た
。
「
自
分
」
は
本
郷
村
が
自
前
で
渡
船
を
運
営
し
て
い
る
こ
と
を
さ
す
。 

〇
儀
：
こ
と
が
ら
。
わ
け
。
～
の
こ
と
。 

 

〇
御
定
書
：
法
令
・
規
則
を
記
し
た
も
の
。
こ
こ
で
は
「
渡
船
乗
人
数
」
の
取
り
決
め
。 

 

〇
頂
戴
仕
（
ち
ょ
う
だ
い
つ
か
ま
つ
り
）：
も
ら
う
、
す
る
の
謙
譲
語
。
（
役
所
か
ら
）
い
た
だ
き
。 

〇
罷
帰
（
ま
か
り
か
え
り
）：
役
所
か
ら
帰
る
こ
と
の
謙
譲
表
現
。 

〇
申
：
す
る
の
謙
譲
語
。 

 

〇
御
達
し
：（
村
か
ら
役
所
へ
）
お
伝
え
す
る
。
達
し
は
主
と
し
て
官
か
ら
告
げ
知
ら
せ
る
こ
と
。 

 

〇
未
（
ひ
つ
じ
）：
干
支
の
一
つ
。
こ
こ
で
は
宝
暦
十
三
年
を
さ
す
。 

 

〇
羽
栗
郡
：
明
治
三
十
年
、
羽
島
郡
の
一
部
。
昭
和
二
十
九
年
、
南
部
に
羽
島
市
成
立
。 

 

〇
郡
御
奉
行
所
：
郡
（
こ
お
り
）
奉
行
は
尾
張
藩
の
地
方
役
所
。
郡
の
代
官
を
統
括
し
、
庶
政
を
つ

か
さ
ど
っ
た
。 

〇
書
付
：
要
件
を
書
い
た
紙
片
、
文
書
。 

 
 

〇
頭
（
か
し
ら
）
百
姓
：
上
位
の
家
格
を
も
つ
農
民
。
と
く
に
美
濃
国
で
は
脇
百
姓
・
下
百
姓
と
の

身
分
差
別
が
き
び
し
か
っ
た
。 

〇
急
度
（
き
っ
と
）：
屹
度
と
も
。
厳
重
に
。
し
っ
か
り
と
。 

 

〇
船
人
（
ふ
な
び
と
）：
渡
船
の
船
頭
。 

〇
渡
守
（
わ
た
し
も
り
）：
渡
船
の
船
頭
。
当
該
文
書
は

口
上
之
覚
の
写
し
を
添
え
、
庄
屋
か
ら
渡
守
（
船
人
）
二
名
へ
宛
て
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

【
史
料
一 

補
足
】 

本
郷
村
の
自
分
渡
船
に
関
す
る
御
定
書
は
、
宝
暦
十
二
年
十
二
月
付
で
船
奉
行
所
か
ら
出
さ
れ
た
。

一
艘
の
乗
人
数
を
二
十
六
人
に
制
限
す
る
も
の
で
、
文
中
、「
船
不
相
応
に
大
勢
乗
り
込
み
候
ゆ
え
、

怪
我
等
も
こ
れ
有
る
旨
相
聞
こ
え
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
郷
村
か
ら
船
奉
行
所
へ
、
乗
人
数
を

め
ぐ
る
事
故
の
報
告
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
御
定
書
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
庄
屋
は
写

し
を
郡
奉
行
所
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
頭
百
姓
ら
を
立
ち
会
わ
せ
、
渡
守
に
徹
底
し
た
。 

 

【
史
料
二 

読
み
下
し
】 

墨
俣
・
森
部
川 

祖
父
江
村
川
口
よ
り
中
村
川
口
ま
で
、
森
部
村
北
枝
川
・
北
今
ヶ
渕
村
境 

一
か
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年
に
御
運
上
金
二
両
二
分 

但
し
当
未
三
月
四
日
よ
り
来
る
子
三
月
四
日
ま
で
五
か
年
限
り 

右
上
納
金
、
毎
年
四
月
十
日
上
納 

右
の
通
り
落
札
に
仰
せ
付
け
せ
ら
れ
下
さ
る
べ
く
候
、
以
上 

【
史
料
二 
語
句
】 

〇
墨
俣
・
森
部
川
：
墨
俣
～
森
部
あ
た
り
の
長
良
川
。 

〇
祖
父
江
村
川
口
～
北
今
ヶ
渕
境
：
長
良

川
筋
の
運
送
に
お
け
る
本
郷
村
の
活
動
範
囲
を
さ
す
。 

〇
祖
父
江
村
：
本
巣
郡
最
南
端
。
尾
張
藩

領
。
長
良
川
右
岸
、
天
王
川
・
五
六
川
・
犀
川
の
合
流
点
に
位
置
。
安
八
郡
墨
俣
に
隣
接
。 

〇
中
村
：
中
島
郡
内
、
桑
原
輪
中
の
内
。
長
良
川
左
岸
。
幕
府
領
。 

〇
森
部
村
：
安
八
郡
の
内
。

長
良
川
右
岸
。
森
部
輪
中
の
中
枢
。
尾
張
藩
領
。 

〇
北
今
ヶ
渕
：
安
八
郡
の
内
。
長
良
川
・
揖
斐

川
に
は
さ
ま
れ
た
低
地
に
位
置
。
尾
張
藩
領
。 
〇
御
運
上
金
：
雑
税
の
一
つ
。
こ
こ
で
は
長
良
川

の
水
上
運
送
に
か
か
る
営
業
税
。 

〇
当
未
：
今
年
未
年
（
宝
暦
十
三
年
・
一
七
六
三
） 

〇
来
ル

子
：
来
る
子
年
（
明
和
五
年
・
一
七
六
八
） 

〇
上
納
金
：
御
運
上
金
を
さ
す
。 

〇
落
札
：
競
争

入
札
の
結
果
、
目
的
物
、
権
利
を
手
に
入
れ
る
こ
と
。「
落
札
に
仰
せ
付
け
」
は
役
所
に
入
札
結
果
を

認
め
て
も
ら
う
こ
と
を
さ
す
。 

〇
御
国
方
御
役
所
：
国
方
役
所
は
尾
張
藩
の
地
方
行
政
に
あ
た
る

国
奉
行
の
役
所
。
国
奉
行
の
下
に
郡
奉
行
が
置
か
れ
た
。 

【
史
料
二 

補
足
】 

本
郷
村
は
長
良
川
の
渡
船
や
水
運
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
当
該
資
料
か
ら
、
水
運
に

か
か
る
税
額
が
村
か
ら
の
報
告
を
受
け
て
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

【
史
料
三 

読
み
下
し
】 

恐
れ
な
が
ら
願
い
上
げ
奉
り
候
御
事
（
お
ん
こ
と
） 

（
中
略
）
右
は
、
横
井
伊
折
助
請
控
御
定
納
場
に
て
ご
ざ
候
と
こ
ろ
、
当
夏
旱
損
ま
た
は
た
び
た
び

出
水
に
て
、
立
毛
大
痛
仕
り
、
御
定
納
あ
い
勤
め
が
た
く
存
じ
奉
り
候
あ
い
だ
、
当
年
の
儀
は
、
何

と
ぞ
〔
お
見
立
成
し
下
さ
れ
候
よ
う
願
い
上
げ
奉
り
候
、
以
上
〕「
右
書
上
げ
申
し
候
分
、
お
見
立
て

に
成
し
下
さ
れ
候
よ
う
に
と
、
先
達
て
願
書
差
し
上
げ
候
と
こ
ろ
、
あ
い
叶
い
申
さ
ざ
る
由
、
願
書

お
戻
し
あ
そ
ば
さ
れ
、
甚
だ
も
っ
て
難
儀
迷
惑
仕
り
候
、
勿
論
、
そ
れ
ぞ
れ
百
姓
方
へ
申
し
談
じ
候
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と
こ
ろ
、
全
体
困
窮
の
上
、
右
の
通
り
旱
水
両
難
に
て
、
取
り
入
れ
相
違
仕
り
候
て
は
、
何
分
御
納

所
力
及
び
難
く
候
あ
い
だ
、
憚
り
な
が
ら
幾
重
も
お
見
立
て
願
い
奉
る
は
ず
候
よ
う
に
と
、
挙
げ
て

申
し
聞
か
せ
候
つ
き
、
恐
れ
な
が
ら
重
々
お
願
い
申
し
上
げ
候
、
哀
お
慈
悲
厚
く
願
の
通
り
、
仰
せ

付
け
ら
れ
下
し
置
か
れ
候
は
ば
、
有
難
く
存
じ
奉
る
べ
く
候
、
以
上
」 

※
〔 

〕
は
最
初
の
願
書
の
文
面
。「 

」
は
二
度
目
の
願
書
の
文
面 

【
史
料
三 

語
句
】 

〇
乍
恐
奉
願
上
候
御
事
（
お
そ
れ
な
が
ら
願
い
上
げ
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
お
ん
こ
と
）
：
願
書
の

題
。
領
主
を
恐
れ
敬
っ
て
願
い
出
る
表
現
。
「
奉
」
は
「
～
し
申
し
上
げ
る
」。「
候
（
そ
う
ろ
う
）
」

は
「
あ
り
」
の
謙
譲
・
丁
寧
語
。 

〇
一
（
ひ
と
つ
）
：（
物
を
列
挙
す
る
場
合
に
）
一
項
。 

〇
町
反
畝
歩
：
土
地
面
積
の
単
位
。
歩
（
ぶ
）
は
六
尺
平
方
。
一
坪
に
同
じ
。
一
畝
は
三
十
歩
、
一

反
は
十
畝
、
一
町
は
十
反
（
約
九
九
．
一
七
ア
ー
ル
）。 

〇
石
斗
升
合
：
容
積
の
単
位
。 

〇
中
嶋
（
島
）
郡
：
美
濃
国
南
西
部
。
も
と
は
尾
張
国
で
あ
っ
た
が
、
織
豊
期
の
大
洪
水
に
よ
る
河

道
変
更
に
よ
り
羽
栗
郡
と
と
も
に
美
濃
に
所
属
。
明
治
三
十
年
、
羽
島
郡
の
一
部
と
な
る
。 

〇
御
定
納
米
：
定
額
の
年
貢
。「
納
米
」
は
納
入
す
る
米
。
年
貢
米
。 

〇
船
橋
村
・
本
郷
村
・
間
嶋
村
・
狐
穴
村
・
飯
柄
村
：
尾
張
藩
領
（
横
井
氏
知
行
地
あ
り
）。 

〇
御
見
取
所
：
見
取
は
毎
年
坪
刈
り
し
て
納
米
高
を
定
め
る
こ
と
。 

〇
〆
（
し
め
）：
締
め
。 

〇
横
井
伊
折
助
御
請
控
：
横
井
伊
折
助
の
知
行
地
と
し
て
尾
張
藩
か
ら
与
え
ら
れ
た
土
地
。 

〇
旱
損
：
日
照
り
に
よ
る
田
畑
の
損
害
。 

〇
出
水
：
洪
水
に
よ
る
被
害
。 

〇
立
毛
大
痛
：
農
作

物
の
大
損
害
を
さ
す
。 

〇
間
（
あ
い
だ
）：
～
ゆ
え
。
～
か
ら
。
～
の
で
。 

〇
御
見
立
：
見
分
（
検

分
）
に
同
じ
。
秋
に
役
人
が
立
ち
会
っ
て
現
地
を
検
査
す
る
こ
と
。 

〇
先
達
而
（
せ
ん
だ
っ
て
）：

さ
き
ご
ろ
。
こ
の
あ
い
だ
。 

〇
由
（
よ
し
）：
こ
と
が
ら
の
内
容
。
事
情
。
次
第
。 

〇
被
遊
（
あ

そ
ば
さ
れ
）：「
遊
ば
す
」
は
「
す
る
」
の
尊
敬
語
。
な
さ
る
。 

〇
難
義
迷
惑
：
難
義
は
難
儀
に
同

じ
。
苦
し
む
こ
と
。
迷
惑
も
困
り
苦
し
む
こ
と
。 

〇
全
体
：
も
と
も
と
。
元
来
。 

 

〇
旱
水
両
難
：
旱
害
と
水
害
。 

〇
取
入
相
違
：
収
穫
が
予
定
と
異
な
る
こ
と
。 

〇
何
分
：
ど
う

も
。
何
と
い
っ
て
も
。 

〇
御
納
所
（
な
っ
し
ょ
）：
年
貢
な
ど
を
納
め
る
と
こ
ろ
。
ま
た
、
納
め
る
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こ
と
。 

〇
憚
り
な
が
ら
：
恐
れ
多
い
次
第
だ
が
。 

〇
幾
重
も
：
幾
重
に
も
。
く
り
か
え
し
。
ひ

た
す
ら
。 

〇
筈
（
は
ず
）：
約
束
。
予
定
。 

〇
挙
げ
て
：
残
ら
ず
。
す
べ
て
。 

〇
哀
（
あ
い
）：

あ
わ
れ
む
こ
と
。
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
。 

〇
朝
比
奈
代
助
：
尾
張
藩
の
役
人
。
未
詳
。 

【
史
料
三 

補
足
】 

尾
張
藩
の
重
臣
横
井
氏
の
知
行
地
五
か
村
が
、
旱
損
・
水
損
を
理
由
に
連
名
で
定
納
米
の
見
立
（
検

分
）
を
求
め
た
が
、
願
書
を
差
し
戻
さ
れ
た
た
め
、
急
ぎ
再
度
提
出
し
た
願
書
の
控
で
あ
る
。
元
の

願
書
（
庄
屋
の
押
印
あ
り
）
に
反
古
紙
を
貼
り
足
し
、
窮
状
を
訴
え
る
文
章
を
書
き
加
え
た
も
の
で
、

文
字
も
乱
れ
て
い
る
（
役
所
へ
は
清
書
を
提
出
）。
旱
損
・
水
損
を
め
ぐ
る
歎
願
が
他
村
か
ら
も
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
領
主
側
に
と
っ
て
対
応
の
難
し
い
事
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

【
史
料
四 

読
み
下
し
】 

恐
れ
な
が
ら
口
上
の
覚 

（
中
略
） 

今
般
、
朝
鮮
人
来
朝
に
つ
き
、
起
宿
へ
給
仕
仰
せ
付
け
せ
ら

れ
、
畏
み
奉
り
候
、
右
の
通
り
罷
り
出
、
あ
い
勤
め
申
し
候
、
そ
の
た
め
、
書
付
を
も
っ
て
申
し
上

げ
候
、
以
上 

【
史
料
四 

語
句
】 

〇
給
仕
：
そ
ば
近
く
控
え
て
雑
用
を
す
る
こ
と
。
食
事
の
席
で
飲
食
の
世
話
を
す
る
こ
と
。
こ
こ
で

は
前
者
。 

〇
朝
鮮
人
来
朝
：
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
二
月
二
十
七
日
、
朝
鮮
通
信
使
、
将
軍
徳

川
家
治
に
謁
見
。
な
お
、
明
和
元
年
三
月
、
朝
鮮
人
帰
国
に
際
し
て
も
給
仕
人
差
出
の
命
令
が
あ
り
、

口
上
覚
の
記
録
が
あ
る
。 

〇
起
宿
（
お
こ
し
じ
ゅ
く
）：
美
濃
路
七
か
宿
の
一
つ
。
将
軍
と
朝
鮮
通

信
使
の
通
行
に
際
し
て
は
船
端
が
架
設
さ
れ
た
。 

〇
奉
畏
（
か
し
こ
み
た
て
ま
つ
り
）：
つ
つ
し
ん

で
承
り
申
し
上
げ
る
。 

〇
右
村
：
前
出
の
羽
栗
郡
本
郷
村
。 

【
史
料
四 

補
足
】 

江
戸
時
代
、
朝
鮮
通
信
使
の
来
朝
は
、
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
か
ら
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）

ま
で
十
二
回
に
及
ん
だ
。
最
後
の
通
信
使
は
対
馬
で
の
交
聘
に
と
ど
ま
っ
た
た
め
、
江
戸
ま
で
往
復

し
美
濃
路
を
通
行
し
た
通
信
使
は
当
該
史
料
の
も
の
が
最
後
と
な
っ
た
。 
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【
参
考
：
原
史
料
の
表
紙
】 

 


